
準備書面(61) ～敷地内活断層～ ２０２６年（令和８年）７月７日

原告訴訟代理人弁護士 甫守 一樹

Google Earth 2024.10.5時点の大間原子力発電所

平成２６年（行ウ）第１５２号 大間原子力発電所建設差止等請求事件
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敦賀発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合ピア・レビュー会合 (平成26年12月10日)

第7回 志賀原子力発電所敷地内破砕帯の調査に関する有識者会合 (平成27年7月17日)

藤本 光一郎（東京学芸大学名誉教授） 

専門分野
固体地球科学 地質学 水岩石相互作用

関連所属学会
日本地質学会 鉱物科学会 資源地質学会 日本地震学会
等

略歴・資格
東京大学大学院理学系研究科博士課程修了（理学博士）
東京大学助手、工業技術院地質調査所主任研究員、独立行
政法人産業技術総合研究所主任研究員、東京学芸大学助教
授、同准教授、同教授を経て現在に至る。
原子力規制委員会敷地内破砕帯評価委員（２０１２年～２
０１６年）

主要業績
共著 地震と活断層（２００４年、丸善）
共著 内陸の断層帯の脆性-塑性遷移領域における構造
（地学雑誌、１１２巻、２００３年）
共著 断層掘削研究によって明らかになった地震時の断層
滑り挙動とその物理化学的側面（地学雑誌、１２２巻、２
０１３年）
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-1-1
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図1
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図2
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-２-1
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「将来活動する可能性のある断層等」とは、後期更新世以降（約１２
～１３万年前以降）の活動が否定できない断層等とする。
その認定に当たって、後期更新世（約１２～１３万年前）の地形面
又は地層が欠如する等、後期更新世以降の活動性が明確に判断でき
ない場合には、中期更新世以降（約４０万年前以降）まで遡って地
形、地質・地質構造及び応力場等を総合的に検討した上で活動性を
評価すること。
なお、活動性の評価に当たって、設置面での確認が困難な場合には、
当該断層の延長部で確認される断層等の性状等により、安全側に判
断すること。 
また、「将来活動する可能性のある断層等」には、震源として考慮する活
断層のほか、地震活動に伴って永久変位が生じる断層に加え、支持地
盤まで変位及び変形が及ぶ地すべり面を含む。

設置許可基準規則の解釈（別記１）第３条３項
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約１２～１３万年前以降の複数の地形面又は連続的な地層が十分に存在する
場合は、これらの地形面又は地層にずれや変形が認められないことを明確な証拠
により示されたとき、後期更新世以降の活動を否定できる。

地震活動に伴って永久変位が生じる断層及び支持地盤まで変位及び変形が及
ぶ地すべり面は、地震活動と常に同時に活動するとは限らない。
このことを踏まえ、安易に、将来活動する可能性を否定してはならない。

将来活動する可能性のある断層等の認定においては、調査結果の精度
や信頼性を考慮した安全側の判断が行われていることを確認する。

将来活動する可能性のある断層等が重要な安全機能を有する施設の直下に無い場合でも、
施設の近傍にある場合には、地震により施設の安全機能に影響がないことを、「基礎地盤及び
周辺斜面の安定性評価に係る審査ガイド」に基づいて確認する。

敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド
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図３
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図7

西側法面（写真左側）
では、dF-3断層は易国
間層中から、大畑層と
の境界（写真で黄色の
破線）に収れんするよ
うに見える。大畑層の
基底部に変形を与えて
いないか精査する必要
がある。
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Ｄｆ断層と大畑層

dF-2断層は易国間層と大畑層
の境界面に収れんするように
見える。黄色で細粒凝灰岩と
されているものは、断層破砕
帯の可能性があり、dF-2断層
が大畑層堆積後も活動した可
能性を示唆する。

図8

細粒凝灰岩

細粒凝灰岩
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図10
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水平な地層が右横ずれ断層で動いた場合

傾いた地層が右横ずれ断層で動いた場合

地層や鍵層の鉛直方向の
変位差はない

地層や鍵層が食い違い、見か
けの鉛直方向の変位が生じる

鍵層

鍵層

図6
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-２-２
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-2-1に加筆

図11

断層（緑色の破線）が放
射状に広がっている。横
ずれ断層の末端部の特徴
の一つ
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-２-2
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2020年10月9日第906回審査会合資料1-２-2
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図12
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国土地理院 東京電力「平成２３年東北地方太平洋沖地震から得られた地震動
に関する知見を踏まえた原子力発電所等に反映すべき事項（中間
取りまとめ）に基づく報告について」

地震本部「日本海溝沿いの
地震活動の長期評価」
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Mw9.3

Mw9.0

内閣府・日本海溝・千島海溝沿いの巨大地震モデル検討会 R4.3.22最終報告
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図13
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野島断層の活断層（左図）と1995年兵庫県南部地震の地表地震断層（右図）

共に産業技術総合研究所の地質図ナビで表示したもの。左図は、国土地理院都市圏活断層図の「六甲・淡路島」の野島轟木地区周辺。右図は同じ範囲の、
産業技術総合研究所作成の「兵庫県南部地震に伴う地震断層ストリップマップ －野島・小倉及び灘川地震断層－」。地表地震断層は概ね活断層に沿ってい
るが、全体的に少し湾曲している。途切れている部分もあれば、分岐したり、2条が並走したりしている。

図4
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布田川断層の活断層と2016年熊本地震の地表地震断層

国土地理院作成の地理院地図で、
平成２８年熊本地震の活断層図を
表示したもの。
赤で示されているのは活断層。
黒点線で示されているのは、
2016年の地表地震断層。

図5

木山川
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上載層とcf-3断層、S-11の関
係が直接観察できる。
cf-3断層は上載層のM1面段丘
堆積物に変位変形を与えてい
ないように見えるが、このト
レンチにおけるM1面段丘堆積
物は、再堆積の可能性があり、
上載地層法が適用できるか疑
問である。

図14
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M1面段丘堆積物（河川性堆積物を含
む）に変位を及ぼしていないが、
河川性堆積物を含む礫が取り込まれて
いることは再堆積の可能性を示唆する。

図15
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図16
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大間原発

Google Earth

町田・新井「新編 火山灰アトラス」2011年
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Ts-1トレンチ

Ts-2トレンチ

Ts-3トレンチ

Ts-11トレンチ
Ts-7トレンチ

Ts-9トレンチ

Ts-8トレンチ

Ts-10トレンチ

Tf-5(b)トレンチ

Tf-5(a)トレンチ

Tf-4トレンチ

No.3法面

Ts-6法面

法面②

法面①

法面④

法面③

トレンチ

法面

図17

Ts-5法面

敷地の段丘面区分図に、S-10・S-11が第四系基底面等に
現れる位置とトレンチや法面等の位置を重ねた図
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図18

段丘開析谷
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cf-3断層は、M1面段丘堆積物の下
面に若干の変位（約10㎝）を与えて
いる。西落ちのセンスで、これは、
cf断層系のセンスと一致する。

図19

赤枠の部分の拡大

cf-3断層

約10cm
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2016年1月8日第316回審査会合資料3-2
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2016年1月8日第316回審査会合資料3-2
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基盤岩の表面（波食面:図で
は平坦面AとB）は、S-10
によっておよそ80㎝程度の
変位を受けている。
少なくともE1（変位約50
㎝）とE2（変位約25㎝）の
二回のイベントがあったと
考えられる。

図20

2019年11月29日第804回審査会合資料1-2に加筆

約80㎝
約50㎝ E1E1+E2

E2

E2
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第1043回資料1-1-2の凡例を改変して加筆

S-10の下盤の方が
針貫入勾配が大きく、
強度が高い傾向。

図21
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2021年6月25日第986回審査会合資料1-2 P.4-7の展開図に加筆

左の展開図の赤枠の拡大

白く塗色されている易国間層の上面は20㎝の
段差で南側（図では左側）に落ち込んでいる
が、ただ、それを覆う茶色のM3面段丘堆積物
（礫質部）の上面は段差の影響を受けずにほ
ぼ平である。礫質部は窪地を埋めやすく、
元々の段差を見えにくくすることから、易国
間層の上面の段差は差別浸食であった可能性
がある。

図22

Ts-1トレンチの展開図のスケッチ

西側法面（図23で示す範囲）

段差
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2019年11月29日第804回審査会合資料1-2に加筆

図23

E2

この変位がS-10のイベント
E2に相当すると考えられる。
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図24

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-1に加筆

M1

M1M1

M3M3

M3
M3 M3

段丘面がM1かM3か
を加筆した。
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2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2に加筆

図25

青枠で示したS-10を含む部
分では、S-10を境にして上
盤が下盤に乗り上げるように
して段差が生じている。易国
間層の段差に沿って礫質部と
砂混じり礫質部の境界がたわ
み、礫混じり砂質の層理面も
ややたわんでいる。段差を挟
んで、M3面段丘堆積物の上
面に20㎝程度の垂直変位が
生じている。

約20㎝
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2018年8月24日第615回審査会合資料2-2

図27
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図28

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2に加筆

不整合面

突き出た互層部
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図29
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図30
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図31

M1

M3

M1

M1
M1

M1

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-1

段丘面がM1かM3
かを加筆した。
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2025年10月31日第1366回審査会合資料1-1に加筆

図32

右の写真の四角枠の崩落したブロックの拡大図
黄色い破線はS-11から連続、あるいは派生した不連続面
不連続面は、M1面段丘堆積物中へ続き、ブロックと段丘堆積物の層
理面に変位をもたらしている。オーバーハングする部分を作ったイベ
ントの後に、ブロックが崩落し、さらにそこに変位を与える2回目の
イベントがあったと考えられる。

変位

47



図33
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層理面のたわみ

約10㎝の垂直変位

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2の一部に加筆

S-10を挟んで段丘堆積物の基底に
およそ10㎝の垂直変位が生じている。
また、M1面段丘堆積物中に矢印で
示すような段差を反映した層理面の
たわみが見られる。

図34
図29のスケッチ部の拡大
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2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2

図35
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図36

段差？

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2に加筆
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段差？

図37

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2に加筆
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段差？

図38

2022年4月22日第1043回審査会合資料1-1-2に加筆
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将来活動する可能性のある断層等が疑われる地表付近の痕跡や累積
的な地殻変動が疑われる地形については、個別の痕跡等のみにとらわ
れることなく、その起因となる地下深部の震源断層を想定して調査が実
施されていることを確認する。
また、それらの調査結果や地形発達過程及び地質構造等を総合的に
検討して評価が行われていることを確認する。
その際、地表付近の痕跡等とその起因となる地下深部の震源断層の
活動時期は常に同時ではなく、走向や傾斜は必ずしも一致しないことに
留意する。

敷地内及び敷地周辺の地質・地質構造調査に係る審査ガイド
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